
東久留米市訓令乙第６１号 

 

 令和４年度第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金交付要綱を次のよう

に定める。 

 

  令和５年３月３１日 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

   令和４年度第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金交付要綱 

 （目的） 

第１ この要綱は、東久留米市の区域内において、新型コロナウイルス感染症に伴う「子供

の食の確保」への緊急対応として、在宅の子供やその保護者（以下「利用者」という。）

を対象に、食事の提供（子供食堂等で調理・用意したお弁当や食材を配布又は宅配でお弁

当を子供の自宅へ届けること等をいう。以下「食事の提供」という。）を行う事業者に対

し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （補助対象事業者） 

第２ 補助の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、次の各号に掲げる

要件をすべて満たすものとする。 

（１） 東久留米市（以下「市」という。）の区域内において、新型コロナウイルス感染

症に伴う「子供の食の確保」への緊急対応として、利用者を対象に、食事の提供を行

う事業者 

（２） 東久留米市暴力団排除条例（平成２４年東久留米市条例第３３号）に規定する暴

力団でない事業者、暴力団員が構成員となっていない事業者又は暴力団員と密接な

関係を有しない事業者 

（３） 公序良俗に反する活動を行わない事業者 

 （補助対象事業等） 

第３ 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象事業者が市の

区域内において、新型コロナウイルス感染症に伴う「子供の食の確保」への緊急対応とし

て、利用者を対象に、食事の提供を行う事業（以下「事業」という。）とし、次の各号に

掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（１） 事業を実施するときは、常時責任者を配置し、安全に配慮した方法で実施するこ

と。 

（２） 事業の規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。 

（３） 営利を目的とするものでないこと。ただし、食事の提供の対価として金額を徴収

する場合は、本事業の目的等を勘案し、比較的安価な金額で提供できるように努める

こと。 



（４） 政治的又は宗教的活動に関するものでないこと。 

（５） 食事の提供における食品の安全管理を図るため、食品衛生法（昭和２２年法律第

２３３号）及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築していること。 

（６） 新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、徹底した感染防止対策を講じる

こと。 

（７） 提供する食事は、栄養バランスのよいものとすること。 

（８） 利用者の食物アレルギーの有無を確認すること。 

（９） 事故発生時の対応のため保険に加入すること。 

（１０） 事故発生時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、事業の実施に

携わる職員に周知徹底を図ること。 

（１１） 事業の実施に携わる職員は、利用者の相談に応じるとともに、必要に応じてニ

ーズに対応した関係機関につなぐよう努めること。なお、虐待が疑われる場合等、早

急な対応が必要な場合は子ども家庭支援センター等に対して通告を行うこと。 

（１２） 個人情報の適正な管理に十分配慮し、事業の実施に携わる職員等が業務上知り

得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知

徹底を図るなどの対策を講じていること。 

（１３） 前各号のほか、東久留米市長（以下「市長」という。）が定める事項を遵守す

ること。 

２ 前項に規定する補助対象事業は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間

に実施するものとする。 

 （補助対象経費） 

第４ 補助対象経費は、事業の実施に係る経費で、別表第１に掲げるものとする。ただし、

次の各号に掲げる経費は、補助の対象外とする。 

（１） 事業の実施に関する人件費 

（２） 補助対象事業者の運営に要する経費 

（３） 新型コロナウイルス感染症に伴い事業の実施の必要性が生じたと認められない

ものに関する経費 

（４） 前各号のほか、補助することが適当でないと市長が認める経費 

 （補助金の交付額） 

第５ この補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とし、別表第２により算

出した額を交付するものとする。 

 （交付申請） 

第６ この補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、令和４年

度第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金交付申請書（様式第１号）に、

次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 交付申請所要額表（様式第３号） 



（３） 交付申請所要額表（内訳）（様式第４号） 

（４） 事業実施予定表（様式第５号） 

（５） 令和４年度第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金歳入歳出予

算（又は見込）書抄本（様式第６号） 

（６） 申請者の定款又は会則 

（７） 保険に加入していることが分かる書類（保険証書等の写し） 

（８） 申請者の概要が分かる書類（事業概要、活動実績資料等） 

（９） その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第７ 市長は、第６の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、

補助金交付の可否について、令和４年度第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事

業補助金交付・不交付決定通知書（様式第７号）をもって申請者に通知する。この場合に

おいて、市長は、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けるこ

とができる。 

 （事業の変更等） 

第８ 第７の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）

は、事業の変更等が生じた場合、令和４年度第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対

応事業補助金事業変更等申請書（様式第８号）により、あらかじめ市長の承認を受けなけ

ればならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認又は不承認

を決定し、令和４年度第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金事業変更

等承認・不承認通知書（様式第９号）により速やかに補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９ 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年

度が終了したときから起算して３０日以内に、令和４年度第２次東久留米市「子供の食の

確保」緊急対応事業補助金実績報告書（様式第１０号）に、次の各号に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績報告書（様式第１１号） 

（２） 実績報告所要額表（様式第１２号） 

（３） 実績報告所要額表（内訳）（様式第１３号） 

（４） 事業実施表（様式第１４号） 

（５） 令和４年度第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金歳入歳出決

算（又は見込）書抄本（様式第１５号） 

（６） 領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し 

（７） その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１０ 市長は、第９の規定により報告があったときは、当該報告に係る補助対象事業等の



成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどう

かを審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、令和４年度第２次

東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金確定通知書（様式第１６号）により当

該補助事業者に通知するものとする。 

 （事故報告） 

第１１ 補助事業者は、補助対象事業が当該年度内に完了しない場合又はその遂行が困難

となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告し、指示を

受けなければならない。 

 （決定の取消し） 

第１２ 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令及び東久

留米市補助金交付規則（昭和４７年東久留米市規則第９号。以下「規則」という。）

による規定に違反したとき。 

（３） 補助対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。 

（４） 第９に規定する実績報告書等を提出しないとき、又は偽りの報告をしたとき。 

（５） 補助対象事業が当該年度内に完了しないにもかかわらず、第１１に規定する報告

を行わなかったとき。 

（６） 天災地変その他の事情の変更により、補助金の全部又は一部を継続する必要がな

くなったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の取消しをした場合は、令和４年度第２次東久

留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金交付決定取消通知書（様式第１７号）によ

り速やかに補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３ 市長は、第１２の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該

取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて令和４年度

第２次東久留米市「子供の食の確保」緊急対応事業補助金返還決定通知書（様式第１８号）

により、返還を命じなければならない。 

２ 第１０の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、前項の規定を準用する。 

（補助対象事業の経理） 

第１４ 補助事業者は、補助対象事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした

書類、帳簿等並びに領収書等を整理し、当該補助対象事業等の完了した年度の翌年度から

起算して５年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場

合は、この期間を延長することができる。 

（実施状況の報告） 



第１５ 市長は、補助対象事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者から実施状況

の報告を求めることができる。 

（委任） 

第１６ この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

１ この訓令は、令和５年３月３１日から施行する。 

２ この訓令は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、その時までに行った

補助金の交付の決定に対する第９から第１５までの規定は、その時以後も、なおその効力

を有する。  



別表第１（第４関係） 

項目 補助対象経費 

需用費 

事業に利用する消耗品費（調理器具、収納用品（クーラーボックス、

冷蔵庫等）、食器類、日用品類、事務用品等）、補助対象事業者に

よる事業の案内のためのパンフレット等印刷物、光熱水費、食材費、

車両の燃料費 

※光熱水費について、自宅や店舗等が実施場所の場合等、補助対象

事業者の取組分としての金額が明確でない場合、事業を実施する

時間分で按分する等の方法で算出すること。 

使用料及び賃借料 

会場の賃料、車両の賃借料 

※自宅や店舗等が実施場所の場合等、補助対象事業者の取組分とし

ての金額が明確でない場合、事業を実施する時間分で按分する等

の方法で算出すること。 

役務費等 

通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費（スタッフの出

勤のための交通費は含まない。） 

※自宅や店舗等が実施場所の場合等、補助対象事業者の取組分とし

ての金額が明確でない場合、事業を実施する時間分で按分する等

の方法で算出すること。 

 ※人件費及び補助対象事業者の運営に要する経費については補助対象外とする。 

  



別表第２（第５関係） 

補助金交付額算定表 

（単位：円） 

補助対象経費 

合計額 

Ａ 

総収入額 

 

Ｂ 

実支出額 

（＝Ａ－Ｂ） 

Ｃ 

補助基準額 

500,000 円 

Ｄ 

補助金交付額 

（C、D のうち最も小さい額） 

Ｅ 

※ １,０００円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。 

 


